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（１）財・輸出の貿易開放度（名目GDPに占める輸出金額の割合）
　　①2009年 　　②時系列

我が国の貿易開放度は、財・サービス、輸出・輸入いずれも低水準

　財輸出の貿易開放度（％表示の対数） 　財輸出の貿易開放度（％表示の対数）

（備考）１．OECD. Statにより作成。
　　　　２． ②のグラフ中の点は、日本の位置。（　）内の数値はt値。
　　　　３．実質GDPはドルベース、貿易開放度は自国通貨ベースにより計算。

Log（実質GDP）Log（実質GDP）

（２）財・輸入の貿易開放度（名目GDPに占める輸出金額の割合）
　　①2009年 　　②時系列
　財輸入の貿易開放度（％表示の対数） 　財輸入の貿易開放度（％表示の対数）

Log（実質GDP）Log（実質GDP）

（３）サービス・輸出の貿易開放度（名目GDPに占める輸出金額の割合）
　　①2009年 　　②時系列
　サービス輸出の貿易開放度（％表示の対数） 　サービス輸出の貿易開放度（％表示の対数）

Log（実質GDP）Log（実質GDP）

（４）サービス・輸入の貿易開放度（名目GDPに占める輸出金額の割合）
　　①2009年 　　②時系列
　サービス輸入の貿易開放度（％表示の対数） 　サービス輸入の貿易開放度（％表示の対数）

Log（実質GDP）Log（実質GDP）
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付図２－１ 経済規模と貿易開放度（輸出、輸入別）の関係
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説明変数 係数 ｔ値 有意性 係数 ｔ値 有意性
定数項 ０．５８３ １６．６３ ＊＊＊ ０．６６２ １８．７８ ＊＊＊

年齢の２乗 ０．０００４５ ４０．８７ ＊＊＊ ０．０００４６ ３９．１４ ＊＊＊

年齢 －０．０３３ －２９．２２ ＊＊＊ －０．０３５ －２９．７７ ＊＊＊

男性ダミー ０．０５４ ７．４６ ＊＊＊ ０．０４４ ６．２３ ＊＊＊

三大都市圏（でない）ダミー ０．０２９ ６．３４ ＊＊＊ ０．００４ ０．７８
都道府県別平均雇用者
年間賃金（万円）（２００８年） －０．０００１８ －４．５１ ＊＊＊ －０．０００１３ －３．１７ ＊＊＊

世帯員数 ０．０２４ １３．７４ ＊＊＊ ０．０１８ １０．１７ ＊＊＊

持家ダミー ０．０２７ ５．１０ ＊＊＊ ０．０２０ ３．８０ ＊＊＊

貯蓄残高（万円） －０．０００００４７ －４．６７ ＊＊＊ ０．００００００２ ０．２３
決定係数 ０．２０４ ０．１６６
自由度調整済み決定係数 ０．２０４ ０．１６６

付表３－１ 自営業選択の決定要因

雇用者所得の低い地域や高齢者ほど自営業率が高い
世帯主の自営業率の重回帰分析 （農林漁業従事者である世帯主を

除く場合）

（備考）１．総務省「全国消費実態調査」（２００９）、「賃金構造基本統計調査」（２００８）により作成。
２．有意性の「＊＊＊」「＊＊」「＊」はそれぞれ１％、５％、１０％有意。
３．都道府県別平均雇用者年間賃金は、２００８年６月の「きまって支給する現金給与額賃金」の１２倍に２００７年の賞与等
を加えたもの。貯蓄残高は２００９年９月１日現在。その他の項目は２００９年１１月末現在。

４．ここでの農林漁業従事者とは、独立して農林漁業の仕事に従事している者を指す。そのため、農林漁業従事者を
除いても、民間企業や公務で農林漁業の仕事に従事するものは除かれていない。

５．年齢による２次回帰の結果は、回帰曲線がＵ字の形状を持ち、自営業率が最も低い年齢は、全体で３７．１歳、農林
漁業従事者である世帯主を除く場合で３８．６歳となっている。
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説明変数 係数 ｔ値 有意性
定数項 １１．６５ １９．２７ ＊＊＊

本業月収（千円） －０．００１５ －４．３３ ＊＊＊

学
歴
ダ
ミ
ー

高卒 －１．８９ －３．７１ ＊＊＊

専門 －２．５６ －４．９１ ＊＊＊

短大・高専 －２．７４ －５．１６ ＊＊＊

大学 －２．７５ －５．４７ ＊＊＊

大学院 －３．８０ －６．８１ ＊＊＊

本
業
就
業
形
態
ダ
ミ
ー

自営業 ３．０９ １３．２５ ＊＊＊

自由業 １．５８ ６．３８ ＊＊＊

常用雇用派遣 －１．３８ －３．００ ＊＊＊

家族従業者 ２．７０ ６．２４ ＊＊＊

契約社員 ０．３２ １．１１
期間工 ０．３９ ０．１７
パートタイム ０．３２ １．４０
登録型派遣 －１．４８ －３．３２ ＊＊＊

会社役員 １．６９ ４．０１ ＊＊＊

その他 ０．０５ ０．０５
男性ダミー ０．５２ ２．９１ ＊＊＊

年齢 ０．０１ １．５０
扶養親族数 ０．１８ ３．１３ ＊＊＊

理由（独立したい）ダミー １．６２ ５．４４ ＊＊＊

副
業
業
種
ダ
ミ
ー

不動産 －２．５４ －４．５５ ＊＊＊

複合サービス ０．９３ １．７１ ＊

電気・ガス －１．４８ －１．７５ ＊

飲食 ０．６１ ２．２２ ＊＊

医療 －２．０６ －６．５３ ＊＊＊

情報 １．３６ ４．０９ ＊＊＊

建設 －１．９９ －４．４６ ＊＊＊

金融 ０．１８ ０．３４
小売 ２．０７ ８．４０ ＊＊＊

教育サービス －１．８１ －７．０８ ＊＊＊

農業・鉱業 －１．１７ －２．３７ ＊＊

製造 １．４７ ４．０１ ＊＊＊

その他 －０．４２ －１．５３

決定係数 ０．０８０
自由度調整済み決定係数 ０．０７７

付表３－２ 副業日数（１ヶ月当たり）の決定要因

扶養親族数が多いほど、副業の日数が増加
副業日数（１月当たり）の重回帰分析

（備考）１．独立行政法人 労働政策研究・研修機構「副業者の就労に関する調査」により作成。
２．「副業者の就労に関する調査」の調査期間は２００７年１１月２２日～２９日。
３．有意性の「＊＊＊」「＊＊」「＊」はそれぞれ１％、５％、１０％有意。
４．ダミー変数の基準となるのはそれぞれ次のとおり。
学歴 ：中卒
本業就業形態：正社員
副業業種 ：その他サービス業
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説明変数 係数 ｔ値 有意性
定数項 ３７．１１ ４．３０ ＊＊＊

本業月収（千円） ０．１５ ２９．１３ ＊＊＊

学
歴
ダ
ミ
ー

高卒 －１９．４９ －２．６９ ＊＊＊

専門 －１６．０４ －２．１６ ＊＊

短大・高専 －２２．４２ －２．９７ ＊＊＊

大学 －１３．７１ －１．９１ ＊

大学院 ０．７１ ０．０９

本
業
就
業
形
態
ダ
ミ
ー

自営業 ３０．３１ ９．１２ ＊＊＊

自由業 ２８．４７ ８．０８ ＊＊＊

常用雇用派遣 －９．８０ －１．４９
家族従業者 １４．６２ ２．３７ ＊＊

契約社員 ８．２０ １．９９ ＊＊

期間工 ３３．７９ １．０６
パートタイム １．６０ ０．４９
登録型派遣 －１．３３ －０．２１
会社役員 ６４．９３ １０．７７ ＊＊＊

その他 １３．４６ １．０７
男性ダミー １５．９２ ６．２６ ＊＊＊

年齢 ０．０７ ０．６２
扶養親族数 ３．６１ ４．３７ ＊＊＊

理由（独立したい）ダミー ９．５７ ２．２５ ＊＊

副
業
業
種
ダ
ミ
ー

不動産 ５８．６８ ７．３８ ＊＊＊

複合サービス ５．４５ ０．７０
電気・ガス ２．８８ ０．２４
飲食 ６．１３ １．５７
医療 １２．４２ ２．７６ ＊＊＊

情報 １７．６４ ３．７２ ＊＊＊

建設 １５．５８ ２．４５ ＊＊

金融 ２８．９０ ３．８９ ＊＊＊

小売 ４．１６ １．１８
教育サービス －１７．１８ －４．７１ ＊＊＊

農業・鉱業 －２２．０８ －３．１４ ＊＊＊

製造 ４．２８ ０．８２
その他 －５．９９ －１．５３

決定係数 ０．１９６
自由度調整済み決定係数 ０．１９４

付表３－３ 副業月収の決定要因

不動産業の副業月収は高水準であり、農業・鉱業の副業月収は低水準
副業月収（千円）の重回帰分析

（備考）１．独立行政法人 労働政策研究・研修機構「副業者の就労に関する調査」により作成。
２．「副業者の就労に関する調査」の調査期間は２００７年１１月２２日～２９日。
３．有意性の「＊＊＊」「＊＊」「＊」はそれぞれ１％、５％、１０％有意。
４．ダミー変数の基準となるのはそれぞれ次のとおり。
学歴 ：中卒
本業就業形態：正社員
副業業種 ：その他サービス業
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